
車を運転される車いす常時利用者の方（赤色の利用証をお持ちの
方）は，車の乗り降りをする際，車のドアを全開にし，車椅子を車
に横付けしなければならないため，どうしても幅の広い駐車場（身
障者用駐車場）を必要とします。通常幅の駐車場では，車の乗り降
りをすることができません。
幅の広い駐車場（身障者用駐車場）は，可能な限り，車を運転さ

れる車いす常時利用者の方（赤色の利用証をお持ちの方）にゆずり
ましょう。

車を運転される皆さんへお願い

利用証は，いずれかのステッカー
が表示されている駐車場で使用で
きます。

駐車中は，車内のルームミラーに掛
けるなど，外側から見えやすいよう
に表示してください。

身障者用駐車場利用証 利用証を使用できる駐車場

身障者用駐車場利用証制度とは？
この制度は，公共施設や店舗など様々な施設

に設置されている身障者用駐車場を適正にご利用
いただくため，障害のある方や介護の必要な高齢
の方，妊産婦の方など歩行が困難と認められる方
に対して，県内共通の「身障者用駐車場利用証」
を交付することで，本当に必要な人のための駐車
スペースの確保を図る制度です。

※この事業は，かごしま応援寄付金（ふるさと納税）を活用しています。



利用証の交付対象者・有効期間

有効期間●身体障害者の方 *** 身体障害者手帳に記載されている個別の障害程度で判定します ***

５年

１級～４級視覚障害

（対象外）聴覚障害
聴覚又は平衡機能の障害

３級平衡機能障害

（対象外）音声機能，言語機能又はそしゃく機能の障害

１級・２級上 肢

肢体不自由 １級～６級下 肢

１級～３級体 幹

１級・２級上肢機能乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 １級～３級移動機能

１級・３級心臓機能障害

１級・３級じん臓機能障害

１級・３級呼吸器機能障害

１級・３級ぼうこう又は直腸の機能障害

１級・３級小腸機能障害

１級～３級ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

１級～３級肝臓機能障害

療育手帳の障害の程度欄が「Ａ」，「Ａ１」又は「Ａ２」の方●知的障害者の方

精神障害者保健福祉手帳の等級が「１級」の方●精神障害者の方

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護２～５」の方●高齢者の方

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方●難病患者の方

１年
未満

妊娠７ヶ月～産後３ヶ月◆妊産婦の方

骨折等による車いす・杖等の使用期間◆けが人の方

申 請 方 法

手続方法 *** 手数料無料 ***

●窓口申請の場合 【受付時間 平日 ８：３０～１７：００】
以下の窓口へ必要書類を持参してください。※代理申請の場合は，代理人の身分証明書が必要です。

※車を運転される車いす常時利用者の方は，運転免許証を御持参ください。

県庁障害福祉課，各地域振興局・支庁地域保健福祉課，屋久島事務所保健福祉環境課，
瀬戸内事務所福祉課，喜界事務所福祉係，徳之島事務所福祉課，沖永良部事務所総務福祉課，
沖永良部事務所与論町駐在総務福祉課，ハートピアかごしま総務課

窓

口

●郵送申請の場合 必要書類と返信用切手（１８０円分）を同封の上，上記窓口宛てに郵送してください。

必要書類 *** 申請書と併せて，それぞれ以下の書類の確認（コピー箇所は県のHP参照）が必要です ***

母子健康手帳（住所・氏名・分娩予定日
の記入が必須です）

妊産婦の方身体障害者手帳身体障害者の方

療育手帳知的障害者の方

医師の診断書（病名，車いす・杖等の使
用，期間の記載が必要），身分証明書

けが人の方精神障害者保健福祉手帳精神障害者の方

介護保険被保険者証高齢者の方

※申請書や診断書の様式は，県のＨＰに掲載しています特定医療費(指定難病)受給者証難病患者の方

お問合せ先 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町１０番１号 鹿児島県保健福祉部障害福祉課
ＴＥＬ：０９９－２８６－２７４６ ＦＡＸ：０９９－２８６－５５５８

※有効期間経過後，引き続き利用証を使用したい方は，再度申請手続きをしてください。
また，利用証を使用しなくなった際は，利用証を窓口に返却してください。


